
あ
い

ち
電
子
自
治
体

推
進
協
議

会
 
会

則
新
旧
対
照
表
 

 

新
（
改
正

案
）
 

旧
（
現
行

）
 

備
考
（
改
正
理

由
等
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

あ
い
ち
電

子
自
治
体

推
進
協
議

会
会
則
 

  
（

名
称
）
 

第
１

条
 
本
会
は
、

あ
い
ち
電

子
自
治
体

推
進
協
議
会

（
以
下
「

協
議
会

」
と
い
う
。）

と
い
う
。
 

 

（
事
務
所
）
 

第
２

条
 
本
協
議

会
は

、
事
務
所
を
愛
知

県
名

古
屋
市

中
区
三

の
丸
三

丁
目
１

番
２

号
（
愛

知
県
振
興

部

情
報
企
画
課
内

）
に
置
く

。
 

  
（

会
員
及
び
準
会

員
）
 

第
３

条
 
協
議
会
の

会
員
（
愛
知
県
及
び

愛
知
県

内
市
町
村
。
以
下
同

じ
。）

及
び
準
会

員
（
会
員
以
外

の

団
体
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
別
表

第
１
に

定
め
る
団

体
と
す
る

。
 
 

  
（

目
的
）
 

第
４

条
 
協
議
会
は
、
会
員
及
び

準
会
員
（
以
下
「
会

員
等
」
と
い
う

。）
が
連
携
・
共

同
し
て
電
子
自

治

体
を
構
築

・
推

進
す
る

こ
と
に
よ

り
、

住
民
の
利

便
性

の
向
上

並
び
に

行
政
運

営
の

簡
素
化
及

び
効
率

化
に
資
す
る
こ

と
を
目
的

と
す
る

。
 

  
（

事
業
）
 

第
５

条
 
協
議
会
は

、
前
条
の

目
的
を
達

成
す
る
た
め

次
の
事
業

を
行
う

。
 

(1)会
員

の
全
員
が

共
同
で
取
り
組

む
シ
ス
テ

ム
の
整
備

及
び
シ
ス
テ
ム
の
運
営

管
理
等
に

関
す
る

こ
と
。

(
2
)
特

定
の

会
員

等
が

共
同

で
取

り
組

む
シ

ス
テ

ム
の

整
備
及

び
シ

ス
テ

ム
の

運
営

管
理
等

に
関

す
る

こ

と
。
 

(3)そ
の

他
協
議
会

の
目
的
達
成
に

必
要
な
事

業
。
 

  
（

組
織
）
 

第
６

条
 
協
議
会
に

最
高
議
決

機
関
と
し

て
総
会
を
置

く
。
 

２
 

協
議
会
の
行
う

事
業
を
円

滑
に
運

営
す
る
た
め
、

運
営
委

員
会
及
び

幹
事
会
を
置
く

。
 

３
 

協
議
会

が
取
り

扱
う
個
人

情
報

の
保

護
並
び
に

シ
ス
テ

ム
及

び
ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
の
適

切
な
管

理
と
保

護
を
図
る
た
め

、
個
人
情

報
等
保

護
委
員
会
を
置

く
。
 

４
 

協
議
会
の
第
５

条
第
２
号

に
掲
げ

る
事
業
を
行
う

た
め
、

事
業
部
会

を
置
く
。
 

  
 
（

役
員
）
 

第
７

条
 
協
議
会
に

次
の
役
員

を
置
く
。

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

あ
い
ち
電

子
自
治
体

推
進
協
議
会

会
則
 

  
（
名
称
）
 

第
１
条
 
本
会

は
、
あ
い

ち
電
子
自

治
体
推
進
協

議
会
（
以

下
「
協
議

会
」
と

い
う
。）

と
い

う
。
 

 （
事
務
所
）
 

第
２
条
 
本
協

議
会

は
、

事
務
所

を
愛
知

県
名

古
屋
市

中
区

三
の

丸
三
丁
目

１
番

２
号
（

愛
知

県
振
興

部

情
報
企
画

課
内
）
に

置
く
。
 

  
（
会
員
及
び

準
会
員
）
 

第
３
条
 
協
議

会
の
会
員

及
び
準
会

員
は
、
別
表

に
定
め
る

団
体
と
す

る
。
 
 

   
（
目
的
）
 

第
４
条
 
協
議

会
は

、
会

員
が
連

携
・
共

同
し

て
電
子

自
治

体
を

構
築
す
る

こ
と

に
よ
り

、
住

民
の
利

便

性
の
向
上

並
び
に
行

政
運
営
の

簡
素
化
及
び

効
率
化
に

資
す
る

こ
と
を
目

的
と
す
る
。
 

   
（
事
業
）
 

第
５
条
 
協
議

会
は
、
前

条
の
目
的

を
達
成
す
る

た
め
次
の

事
業
を
行

う
。
 

(
1
)
会
員
の
全

員
が
共
同

で
取
り
組
む
シ

ス
テ
ム
の

整
備
及
び

シ
ス
テ
ム
の

運
営
管
理

等
に
関

す
る
こ
と
。

(
2
)
特
定
の
会

員
が
共
同

で
取
り
組
む
シ

ス
テ
ム
の

整
備
及
び

シ
ス
テ
ム
の

運
営
管
理

等
に
関

す
る
こ
と
。

 (3
)そ

の
他
協

議
会
の
目

的
達
成
に
必
要

な
事
業
。
 

  
（
組
織
）
 

第
６
条
 
協
議

会
に
議
決

機
関
と
し

て
総
会
を
置

く
。
 

２
 
協
議
会
の

行
う
事
業

を
円
滑

に
運
営
す
る
た

め
、
運
営

委
員
会

を
置
く
。
 

３
 
協
議

会
が

取
り

扱
う
個
人
情

報
の

保
護

並
び
に
シ

ス
テ
ム

及
び

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

の
適
切

な
管
理

と
保

護
を
図
る

た
め
、
個

人
情
報
等

保
護
委
員
会

を
置
く
。
 

４
 
協
議
会
の

第
５
条
第

２
号
に

掲
げ
る
事
業
を

行
う
た
め

、
事
業

部
会
を
置

く
。
 

   
（
役
員
）
 

第
７
条
 
協
議

会
に
次
の

役
員
を
置

く
。
 

           会
員
及
び

準
会
員
の

明
確
化
。
 

   共
同
で
利

用
し
て
い

る
「
準
会

員
」
を
追
加

す
る
。
ま
た

、
目
的
に
は
「
推
進

」
を
追
加

す
る
。
 

    準
会
員
を

含
め
る
。
 

    最
高
議
決

機
関
を
明

記
す
る
。
 

運
営
委
員

会
と
幹
事

会
を
並
列
と

す
る
。
 

      

第
５
号
議
案
 



(
1
)
会
長

 
 
  

１
名
 

(
2
)
副
会

長
  

２
名
 

(
3
)
監
事

 
 
 
２
名
 

２
  

役
員
は

、
総

会
に
お
い
て

会
員

の
情

報
担
当
部

長
又
は

課
長

に
相
当
す

る
職

に
あ
る

者
の
中

か
ら
選

任
す
る
。
 

３
 

役
員
の
任
期
は

１
年
と
す

る
。
た

だ
し
、
再
任
を

妨
げ
な

い
。
 

４
 

補
欠
に
よ
り
就

任
し
た
役

員
の
任

期
は
、
前
任
者

の
残
任

期
間
と
す

る
。
 

５
 

役
員
は

、
任
期

終
了
の
場

合
に

お
い

て
も
、
後

任
者
が

就
任

す
る
ま
で

は
前

任
者
が

そ
の
職

務
を
行

う
。
 

 （
役

員
の
職
務
）
 

第
８

条
 
役
員
の
職

務
は
、
次

の
と
お

り
と
す
る
。
 

(1)会
長

は
、
協
議

会
を
代
表
し
、

会
務
を
総

理
す
る
。
 

(2)副
会

長
は
、
会
長
を
補

佐
し
、
会
長
に
事

故
が
あ

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
が
指

名
し
た

順
序
で
、

そ
の
職
務
を
代

行
す
る
。
 

(3)監
事

は
、
会
計

の
監
査
を
す
る

。
 

  
 
（

総
会
）
 

第
９

条
 
総
会
は
、

全
て
の
会

員
等
を
も

っ
て
組
織
す

る
。
 

２
  

定
期
総

会
は

、
毎
年
２
回

会
長

が
招

集
す
る
。

た
だ
し

、
会

長
が
必
要

と
認

め
る
と

き
は
、

臨
時
総

会
を
招
集
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

３
 

総
会
を

招
集
す

る
に
は
会

員
等

に
対

し
、
会
議

の
目
的

た
る

事
項
及
び

そ
の

内
容
並

び
に
日

時
及
び

場
所
を
示
し
て

、
文
書
を

も
っ
て

通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

４
  

総
会
の
議
長
は
、
そ
の

総
会
に
出
席

し
た
会
員
（
会
員
の
代

理
の
者

に
表
決
を

委
任
し
た
場

合
に
あ
っ

て
は
当
該
者
）

の
う
ち
か

ら
選
任

す
る
。
 

５
  

総
会
は
、
会
員

等
の
過
半

数
の
出

席
が
な
け
れ
ば

開
会
す

る
こ
と
が

で
き
な
い
。
 

６
  

総
会
の

議
事

は
、
出
席
会

員
等

の
過

半
数
を
も

っ
て
決

し
、

可
否
同
数

の
と

き
は
、

議
長
の

決
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る

。
 

７
 

や
む
を

得
な
い

理
由
の
た

め
会

議
に

出
席
す
る

こ
と
が

で
き

な
い
会
員

等
は

、
あ
ら

か
じ
め

通
知
さ

れ
た
事
項

に
つ

い
て
、
書

面
を
も

っ
て

表
決
し
、

又
は

会
員
等

の
代
理

の
者
に

表
決

を
委
任
す

る
こ
と

が
で
き
る

。
こ

の
場
合
に

お
い
て

、
前

２
項
の
規

定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
出

席
を

し
た
も
の

と
み
な

す
。
 

８
 

総
会
は
、
こ
の

会
則
に
別

に
定
め

る
も
の
の
ほ
か

、
次
の

事
項
を
議

決
す
る
。
 

(1)事
業

計
画
及
び

収
支
予
算
 

(2)事
業

報
告
及
び

収
支
決
算
 

(3)そ
の

他
協
議
会

の
運
営
に
関
す

る
重
要
な

事
項
 

 ９
 

総
会
の
経
過
及

び
結
果
に

つ
い
て

は
、
議
事
録
を

作
成
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(1
)会

長
  

  
１
名
 

(2
)副

会
長

  
２
名
 

(3
)監

事
 
 

 
２
名
 

２
 
 
役
員

は
、

総
会

に
お
い
て
会

員
の

情
報

担
当
部
長

又
は
課

長
に

相
当
す

る
職
に

あ
る
者

の
中
か

ら
選

任
す
る
。
 

３
 
役
員
の
任

期
は
１
年

と
す
る

。
た
だ
し
、
再

任
を
妨
げ

な
い
。
 

４
 
補
欠
に
よ

り
就
任
し

た
役
員

の
任
期
は
、
前

任
者
の
残

任
期
間

と
す
る
。
 

５
 
役
員

は
、

任
期

終
了
の
場
合

に
お

い
て

も
、
後
任

者
が
就

任
す

る
ま
で

は
前
任

者
が
そ

の
職
務

を
行

う
。
 

 （
役
員
の
職
務

）
 

第
８
条
 
役
員

の
職
務
は

、
次
の
と

お
り
と
す
る

。
 

(1
)会

長
は
、

協
議
会
を

代
表
し
、
会
務

を
総
理
す

る
。
 

(2
)副

会
長
は

、
会

長
を
補
佐
し

、
会
長
に
事

故
が
あ
る
と
き

は
、
あ
ら
か

じ
め
会
長

が
指
名

し
た
順
序
で
、

そ
の
職
務

を
代
行
す

る
。
 

(3
)監

事
は
、

会
計
の
監

査
を
す
る
。
 

   
（
総
会
）
 

第
９
条
 
総
会

は
、
全
会

員
を
も
っ

て
組
織
す
る

。
 

２
 
 
総
会

は
、

毎
年

２
回
会
長
が

招
集

す
る

。
た
だ
し

、
会
長

が
必

要
と
認

め
る
と

き
は
、

臨
時
総

会
を

招
集
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

３
 
総
会

を
招

集
す

る
に
は
会
員

に
対

し
、

会
議
の
目

的
た
る

事
項

及
び
そ

の
内
容

並
び
に

日
時
及

び
場

所
を
示
し

て
、
文
書

を
も
っ
て

通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

４
  総

会
の
議

長
は
、
そ
の
総
会

に
出
席

し
た
会
員
（
会
員

の
代
理

の
者
に
表
決
を

委
任
し
た

場
合
に

あ
っ

て
は
当
該

者
）
の
う

ち
か
ら
選

任
す
る
。
 

５
 
 
総
会
は
、

会
員
の
過

半
数
の

出
席
が
な
け
れ

ば
開
会
す

る
こ
と

が
で
き
な

い
。
 

６
 
 
総
会

の
議

事
は

、
出
席
会
員

の
過

半
数

を
も
っ
て

決
し
、

可
否

同
数
の

と
き
は

、
議
長

の
決
す

る
と

こ
ろ
に
よ

る
。
 

７
 
や
む

を
得

な
い

理
由
の
た
め

会
議

に
出

席
す
る
こ

と
が
で

き
な

い
会
員

は
、
あ

ら
か
じ

め
通
知

さ
れ

た
事
項

に
つ

い
て

、
書
面
を
も

っ
て

表
決

し
、
又

は
会
員
の

代
理

の
者
に

表
決

を
委
任
す

る
こ
と

が
で

き
る
。
こ

の
場
合
に

お
い
て
、

前
２
項
の
規

定
の
適
用

に
つ
い

て
は
、
出

席
を
し
た
も
の

と
み
な

す
。

 ８
 
総
会
は
、

こ
の
会
則

に
別
に

定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
次

の
事
項

を
議
決
す

る
。
 

(1
)事

業
計
画

及
び
収
支

予
算
 

(2
)事

業
報
告

及
び
収
支

決
算
 

(3
)そ

の
他
協

議
会
の
運

営
に
関
す
る
重

要
な
事
項
 

９
 
準
会
員
は

オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
と

し
て
会
議
に
出

席
で
き
る

も
の
と

す
る
。
 

 

                  総
会
の
組

織
に
準
会

員
を
加
え
る

。
 

年
２
回
の

定
例
会
を
「
定
期
総
会

」
と
す

る
。 

 総
会
の
組

織
に
準
会

員
を
加
え
る

。
 

   総
会
の
組

織
に
準
会

員
を
加
え
る

。
 

総
会
の
組

織
に
準
会

員
を
加
え
る

。
 

 総
会
の
組

織
に
準
会

員
を
加
え
る

。
 

総
会
の
組

織
に
準
会

員
を
加
え
る

。
 

      準
会
員
も

総
会
出
席

者
と
す
る
た

め
削
除
。
 

議
事
録
の

作
成
に
つ

い
て
定
め
る

。
 



  
 
（

運
営
委
員
会
）
 

第
１

０
条
 

運
営
委

員
会
は
、

全
て

の
会

員
等
の
情

報
担
当

課
長

又
は
事
業

担
当

課
長
に

相
当
す

る
職
に

あ
る
者
を
も
っ

て
組
織
す

る
。
 

２
 

運
営
委
員
会
に

運
営
委
員

長
を
置

き
、
運
営
委
員

長
は
会

長
が
選
任

す
る
。
 

  ３
 

運
営
委
員
会
は

運
営
委
員

長
が
必

要
と
認
め
る
と

き
に
招

集
す
る
。
 

４
 

運
営
委
員
会
は

、
こ
の
会

則
に
定

め
る
も
の
の
ほ

か
、
次

の
事
項
を

議
決
す
る
。
 

(1)総
会

か
ら
委
任

さ
れ
た
事
項
 

(2)そ
の

他
協
議
会

の
運
営
の
た
め

に
必
要
な

事
項
 

   ５
 

運
営
委
員
会
の

運
営
方
法

等
に
つ

い
て
は
、
運
営

委
員
長

が
別
に
定

め
る
。
 

 （
幹

事
会
）
 

第
１

０
条
の

２
 
幹

事
会
は
、

前
条

第
２

項
に
定
め

る
運
営

委
員

長
、
別
表

第
２

に
定
め

る
地
域

ブ
ロ
ッ

ク
内
の
会
員
を

代
表
す
る

幹
事
及

び
準
会
員
を
代

表
す
る
幹

事
で
組

織
す
る
。
 

２
 

幹
事
は
、
会
長

が
選
任
す

る
。
 

３
 

幹
事
会
は
運
営

委
員
長
が

必
要
と

認
め
る
と
き
に

招
集
す

る
。
 

４
 

幹
事
会
は
、
こ

の
会
則
に

定
め
る

も
の
の
ほ
か
、

次
の
事

項
を
議
決

す
る
。
 

(1)総
会

に
付
議
す

べ
き
事
項
 

(2)総
会

の
議
決
し

た
事
項
の
執
行

に
関
す
る

事
項
 

(3)そ
の

他
総
会
の

議
決
を
要
し
な

い
会
務
の

執
行
に
関

す
る
事
項
 

５
 

幹
事
会
の
運
営

方
法
等
に

つ
い
て

は
、
運
営
委
員

長
が
別

に
定
め
る

。
 

 
 

（
個

人
情
報
等
保
護

委
員
会
）

 

第
１

１
条
 

個
人
情

報
等
保
護

委
員

会
の

委
員
は
、

会
員
が

推
薦

す
る
職
員

及
び

学
識
を

有
す
る

者
の
中

か
ら
、
会
長
が

選
任
す
る

。
 

２
 

個
人
情
報
等
保

護
委
員
会

は
、
必

要
に
応
じ
、
関

係
者
の

出
席
を
求

め
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

３
 

個
人
情

報
等
保

護
委
員
会

は
、

協
議

会
の
シ
ス

テ
ム
及

び
こ

れ
に
関
連

す
る

シ
ス
テ

ム
の
開

発
、
変

更
又
は
運

用
に

つ
い
て
、

個
人
情

報
保

護
そ
の
他

セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
の
確

保
に
関

し
て

必
要
な
措

置
を
講

ず
る
よ
う
求
め

る
こ
と
が

で
き
る

。
 

４
 

前
項
の

規
定
に

よ
り
、
必

要
な

措
置

を
講
ず
る

よ
う
求

め
ら

れ
た
関
係

者
は

、
こ
れ

に
従
わ

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

  
（

事
業
部
会
）
 

   
（
運
営
委
員

会
）
 

第
１
０
条

 
運

営
委

員
会
は
、
会

員
及

び
準

会
員
で
あ

る
団
体

の
情

報
担
当

課
長
に

相
当
す
る

職
に

あ
る

者
を
も
っ

て
組
織
す

る
。
 

２
 
 
運
営

委
員

会
に

運
営
委
員
長

及
び

別
表

に
定
め
る

地
域
ブ

ロ
ッ

ク
を
代

表
す
る

幹
事
で

構
成
す

る
幹

事
会
を
置

く
。
 

３
 
運
営
委
員

長
及
び
幹

事
は
、

会
長
が
選
任
す

る
。
 

４
 
運
営
委
員

会
及
び
幹

事
会
は

運
営
委
員
長
が

必
要
と
認

め
る
と

き
に
招
集

す
る
。
 

５
 
運
営

委
員

会
は

、
こ
の
会
則

に
別

に
定

め
る
も
の

の
ほ
か

、
協

議
会
の

運
営
に

関
す
る

重
要
な

事
項

に
つ
い
て
協
議

す
る
。
 

６
 
幹
事
会
は

、
次
に
掲

げ
る
事

項
を
議
決
す
る

。
 

(1
)総

会
に
付

議
す
べ
き

事
項
 

(2
)総

会
の
議

決
し
た
事

項
の
執
行
に
関

す
る
事
項
 

(3
)そ

の
他
総

会
の
議
決

を
要
し
な
い
会

務
の
執
行

に
関
す
る

事
項
 

７
 
運
営
委
員

会
及
び
幹

事
会
の

運
営
方
法
等
に

つ
い
て
は

、
運
営

委
員
長
が

別
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。

 
 
 

           （
個
人
情
報
等

保
護
委
員

会
）
 

第
１
１
条

 
個

人
情

報
等
保
護
委

員
会

の
委

員
は
、
会

員
が
推

薦
す

る
職
員

及
び
学

識
を
有

す
る
者

の
中

か
ら
、
会

長
が
選
任

す
る
。
 

２
 
個
人
情
報

等
保
護
委

員
会
は

、
必
要
に
応
じ

、
関
係
者

の
出
席

を
求
め
る

こ
と
が
で
き

る
。
 

３
 
個
人

情
報

等
保

護
委
員
会
は

、
協

議
会

の
シ
ス
テ

ム
及
び

こ
れ

に
関
連

す
る
シ

ス
テ
ム

の
開
発

、
変

更
又
は

運
用

に
つ

い
て
、
個
人

情
報

保
護

そ
の
他

セ
キ
ュ
リ

テ
ィ

の
確
保

に
関

し
て
必
要

な
措
置

を
講

ず
る
よ
う

求
め
る
こ

と
が
で
き

る
。
 

４
 
前
項

の
規

定
に

よ
り
、
必
要

な
措

置
を

講
ず
る
よ

う
求
め

ら
れ

た
関
係

者
は
、

こ
れ
に

従
わ
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

  
（
事
業
部
会

）
 

  運
営
委
員

会
と
幹
事

会
を
並
列
と

す
る
。
 

表
現
の
適

正
化
。
 

    表
現
の
適

正
化
、
議

決
事
項
の
整

理
。
 

        運
営
委
員

会
と
幹
事

会
を
並
列
と

す
る
。
 

幹
事

会
に

準
会

員
を

代
表

す
る

幹
事

を
追

加
す
る
。
 

                  



第
１

２
条
 

事
業
部

会
は
、
第

５
条

第
２

号
に
掲
げ

る
事
業

ご
と

に
、
参
加

す
る

会
員
等

の
情
報

担
当
課

長
又
は
事
業
担

当
課
長
に

相
当
す

る
職
に
あ
る
者

を
も
っ
て

組
織
す

る
。
 

２
 

事
業
部

会
は
、

毎
年
度
、

部
会

事
業

計
画
及
び

部
会
収

支
予

算
を
作
成

し
、

幹
事
会

の
承
認

を
得
て

会
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 

事
業
部

会
は
、

毎
年
度
、

部
会

事
業

報
告
及
び

部
会
収

支
決

算
を
作
成

し
、

幹
事
会

の
承
認

を
得
て

会
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

  
（

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

）
 

第
１

３
条
 

協
議
会

は
、
必
要

に
応

じ
て

、
専
門
的

知
識
を

有
す

る
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
を
置

く
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

は
、
会
長

が
指
名

す
る
。
 

３
 

ア
ド
バ

イ
ザ
ー

は
、
運
営

委
員

会
、

事
業
部
会

、
そ
の

他
会

議
に
出
席

し
、

意
見
を

述
べ
る

こ
と
が

で
き
る
。
 

  
（

入
退
会
）
 

第
１

４
条
 

会
員
等

以
外

の
団
体
が

協
議

会
に
入
会

す
る
と

き
、

又
は
会
員

等
が

協
議
会

を
退
会

す
る
と

き
は
、
あ
ら
か

じ
め
協
議

会
に
申

し
入
れ
を
行
い

、
総
会
の

承
認
を

得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 ２
 

入
退
会
の
手
続

き
に
関
し

必
要
な

事
項
は
、
総
会

に
お
い

て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

 

 （
負

担
金
）
 

第
１

５
条
 
会
員
等

は
、
総
会

に
お
い

て
別
に
定
め
る

負
担
金

を
納
入
し

な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 （
事

業
計
画
及
び
予

算
）
 

第
１

６
条
 

会
長
は

、
毎
年
度

、
事

業
計

画
及
び
収

支
予
算

を
作

成
し
、
総

会
の

承
認
を

受
け
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

２
 

前
項
の

規
定
に

か
か
わ
ら

ず
、

事
業

計
画
の
軽

微
な
変

更
及

び
こ
れ
に

伴
う

予
算
の

修
正
に

つ
い
て

は
、
幹
事

会
又

は
事
業
部

会
の
承

認
を

得
て
、
会

長
が

専
決
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

こ
の
場
合

、
次
回

の
総
会
に
お
い

て
承
認
を

受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 （
事

業
報
告
及
び
決

算
）
 

第
１

７
条
 

会
長
は

、
会
計
年

度
終

了
後

速
や
か
に

事
業
報

告
及

び
収
支
決

算
を

作
成
し

、
監
事

の
監
査

を
経
て
、
総
会

の
承
認
を

受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 （
資

産
）
 

第
１

８
条
 
協
議
会

の
資
産
は

、
次
に

掲
げ
る
も
の
を

も
っ
て

構
成
す
る

。
 

(
1
)
負
担

金
 

(2)事
業

に
伴
う
収

入
 

第
１
２
条

 
事

業
部

会
は
、
第
５

条
第

２
号

に
掲
げ
る

事
業
ご

と
に

、
参
加

す
る
会

員
及
び

準
会
員

で
あ

る
団
体
の

情
報
担
当

課
長
又
は

事
業
担
当
課

長
に
相
当

す
る
職

に
あ
る
者
を
も

っ
て
組
織

す
る
。
 

２
 
事
業

部
会

は
、

毎
年
度
、
部

会
事

業
計

画
及
び
部

会
収
支

予
算

を
作
成

し
、
幹

事
会
の

承
認
を

得
て

会
長
に
提

出
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
事
業

部
会

は
、

毎
年
度
、
部

会
事

業
報

告
及
び
部

会
収
支

決
算

を
作
成

し
、
幹

事
会
の

承
認
を

得
て

会
長
に
提

出
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

  
（
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
）
 

第
１
３
条

 
協

議
会

は
、
必
要
に

応
じ

て
、

専
門
的
知

識
を
有

す
る

ア
ド
バ

イ
ザ
ー

を
置
く

こ
と
が

で
き

る
。
 

２
 
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
は
、

会
長
が

指
名
す
る
。
 

３
 
ア
ド

バ
イ

ザ
ー

は
、
運
営
委

員
会

、
事

業
部
会
、

そ
の
他

会
議

に
出
席

し
、
意

見
を
述

べ
る
こ

と
が

で
き
る
。
 

  
（
入
退
会
）
 

第
１
４
条

 
会

員
及

び
準
会
員
以

外
の

団
体

が
協
議
会

に
入
会

す
る

と
き
、

又
は
会

員
及
び

準
会
員

が
協

議
会
を

退
会

す
る

と
き
は
、
あ

ら
か

じ
め

協
議
会

に
申
し
入

れ
を

行
い
、

総
会

の
承
認
を

得
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

２
 
入
退
会
の

手
続
き
に

関
し
必

要
な
事
項
は
、

総
会
に
お

い
て
定

め
る
も
の

と
す
る
。
 

 （
負
担
金
）
 

第
１
５
条
 
会

員
及
び
準

会
員
は

、
総
会
に

お
い
て
別
に
定
め
る
負
担

金
を
納
入

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 （
事
業
計
画
及

び
予
算
）
 

第
１
６
条

 
会

長
は

、
毎
年
度
、

事
業

計
画

及
び
収
支

予
算
を

作
成

し
、
総

会
の
承

認
を
受

け
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。
 

２
 
前
項

の
規

定
に

か
か
わ
ら
ず

、
事

業
計

画
の
軽
微

な
変
更

及
び

こ
れ
に

伴
う
予

算
の
修

正
に
つ

い
て

は
、
幹

事
会

又
は

事
業
部
会
の

承
認

を
得

て
、
会

長
が
専
決

す
る

こ
と
が

で
き

る
。
こ
の

場
合
、

次
回

の
総
会
に

お
い
て
承

認
を
受
け

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 （
事
業
報
告
及

び
決
算
）
 

第
１
７
条

 
会

長
は

、
会
計
年
度

終
了

後
速

や
か
に
事

業
報
告

及
び

収
支
決

算
を
作

成
し
、

監
事
の

監
査

を
経
て
、

総
会
の
承

認
を
受
け

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 （
資
産
）
 

第
１
８
条
 
協

議
会
の
資

産
は
、

次
に
掲
げ
る
も

の
を
も
っ

て
構
成

す
る
。
 

(1
)負

担
金
 

(2
)事

業
に
伴

う
収
入
 

表
現
の
適

正
化
。
 

              表
現
の
適

正
化
。
 

     表
現
の
適

正
化
。
 

                



(3)資
産

か
ら
生
ず

る
収
入
 

(4)そ
の

他
収
入
 

２
 

資
産
は
、
会
長

が
管
理
し

、
そ
の

方
法
は
運
営
委

員
会
の

議
決
に
よ

る
。
 

  
（

会
計
年
度
）
 

第
１

９
条
 
協
議
会

の
会
計
年

度
は
、

毎
年
４
月
１
日

に
始
ま

り
、
翌
年

３
月
３
１
日
に

終
わ
る

。
 

  
（

契
約
代
表
者
及

び
責
任
の

分
担
）
 

第
１

９
条
の
２
 
協

議
会
が
契

約
を
行

う
場
合
は
、
会

長
が
契

約
代
表
者

と
な
る
。
 

２
 

協
議
会

が
損
害

賠
償
そ
の

他
契

約
上

の
責
任
を

負
う
場

合
は

、
会
員
等

が
総

有
的
に

そ
の
責

任
を
負

う
も
の
と
す
る

。
 

３
 

前
項
の

規
定
に

か
か
わ
ら

ず
、

協
議

会
が
シ
ス

テ
ム
の

運
用

に
伴
い
、

損
害

賠
償
そ

の
他
の

責
任
を

負
う
場
合
は
、

当
該
シ
ス

テ
ム
を

利
用
す
る
会
員

等
が
総
有

的
に
そ

の
責
任
を
負
う

も
の
と

す
る
。
 

４
 

前
２
項

に
お
い

て
、
特
定

の
会

員
等

の
責
め
に

帰
す
べ

き
事

由
が
明
ら

か
な

場
合
に

は
、
当

該
会
員

等
が
相
応
の
責

任
を
負
う

も
の
と

す
る
。
 

５
 

前
３
項

に
お
け

る
具
体
的

な
責

任
分

担
に
つ
い

て
は
、

そ
の

都
度
、
事

業
部

会
（
第

５
条
第

２
号
に

掲
げ
る
事

業
に
係

る
も
の

に
限
る

。
）
、

幹
事
会

及
び
運

営
委
員

会
で
決

定
し
、

総
会

の
承
認
を

得
る
も

の
と
す
る
。
 

 （
開

発
成
果
等
の
取

り
扱
い
）

 

第
２

０
条
 

開
発
成

果
等
を
協

議
会

以
外

で
利
用
す

る
と
き

は
、

事
業
ご
と

に
会

員
等
が

協
議
し

、
総
会

の
承
認
を
得
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 （
事

務
局
）
 

第
２

１
条
 
協
議
会

の
事
務
を

処
理
す

る
た
め
、
事
務

局
を
置

く
。
 

２
 

事
務
局
に
は
、

事
務
局
長

及
び
必

要
な
職
員
を
置

き
、
会

長
が
任
免

す
る
。
 

  
（

会
則
の
改
正
）
 

第
２

２
条
 

こ
の
会

則
は
、
総

会
に

お
い

て
会
員
等

の
３
分

の
２

以
上
の
同

意
を

得
な
け

れ
ば
改

正
で
き

な
い
。
 

  
 
（

そ
の
他
）
 

第
２

３
条
 

こ
の
会

則
に
定
め

る
も

の
の

ほ
か
、
協

議
会
の

運
営

に
関
し
必

要
な

事
項
は

、
会
長

が
別
に

定
め
る
。
 

 附
 

則
 

１
 
 
こ
の
会
則
は
、

平
成
１
５

年
４
月

１
８
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 

協
議
会

の
設
立

当
初
の
会

計
年

度
は

、
第
１
９

条
の
規

定
に

か
か
わ
ら

ず
、

設
立
の

日
か
ら

平
成
１

(3
)資

産
か
ら

生
ず
る
収

入
 

(4
)そ

の
他
収

入
 

２
 
資
産
は
、

会
長
が
管

理
し
、

そ
の
方
法
は
運

営
委
員
会

の
議
決

に
よ
る
。
 

  
（
会
計
年
度

）
 

第
１
９
条
 
協

議
会
の
会

計
年
度

は
、
毎
年
４
月

１
日
に
始

ま
り
、

翌
年
３
月

３
１
日
に
終

わ
る
。
 

             （
開
発
成
果
等

の
取
り
扱

い
）
 

第
２
０
条

 
開

発
成

果
等
を
協
議

会
以

外
で

利
用
す
る

と
き
は

、
事

業
ご
と

に
会
員

及
び
準

会
員
が

協
議

し
、
総
会

の
承
認
を

得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

 （
事
務
局
）
 

第
２
１
条
 
協

議
会
の
事

務
を
処

理
す
る
た
め
、

事
務
局
を

置
く
。
 

２
 
事
務
局
に

は
、
事
務

局
長
及

び
必
要
な
職
員

を
置
き
、

会
長
が

任
免
す
る

。
 

  
（
会
則
の
変

更
）
 

第
２
２
条

 
こ

の
会

則
は
、
総
会

に
お

い
て

会
員
の
３

分
の
２

以
上

の
同
意

を
得
な

け
れ
ば

変
更
で

き
な

い
。
 

   
（
そ
の
他
）
 

第
２
３
条

 
こ

の
会

則
に
定
め
る

も
の

の
ほ

か
、
協
議

会
の
運

営
に

関
し
必

要
な
事

項
は
、

会
長
が

別
に

定
め
る
。
 

 附
 
則
 

１
 
 
こ
の
会
則

は
、
平
成

１
５
年

４
月
１
８
日
か

ら
施
行
す

る
。
 

２
 
協
議

会
の

設
立

当
初
の
会
計

年
度

は
、

第
１
９
条

の
規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
設

立
の
日

か
ら
平

成
１

        契
約
代
表

者
及
び
責

任
の
分
担
に

つ
い
て
、

最
高

裁
判

例
や

福
岡

県
の

例
を

参
考

に
定

め
る
。
 

         表
現
の
適

正
化
。
 

      表
現
の
適

正
化
。
 

          



６
年
３
月
３
１

日
ま
で
と

す
る
。
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
会
則
は
、

平
成
１
７

年
４
月

１
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
会
則
は
、

平
成
１
８

年
４
月

１
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
会
則
は
、

平
成
２
０

年
４
月

１
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
会
則
は
、

平
成
２
２

年
４
月

１
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
会
則
は
、

平
成
２
３

年
４
月

１
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
会
則
は
、

平
成
２
４

年
４
月

１
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
会
則
は
、

平
成
２
５

年
４
月

１
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
会
則
は
、

平
成
２
７

年
４
月

１
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
会
則
は
、

平
成
２
９

年
４
月

１
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

                   

６
年
３
月

３
１
日
ま

で
と
す
る

。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
会
則

は
、
平
成

１
７
年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る

。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
会
則

は
、
平
成

１
８
年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る

。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
会
則

は
、
平
成

２
０
年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る

。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
会
則

は
、
平
成

２
２
年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る

。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
会
則

は
、
平
成

２
３
年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る

。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
会
則

は
、
平
成

２
４
年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る

。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
会
則

は
、
平
成

２
５
年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る

。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
会
則

は
、
平
成

２
７
年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す
る

。
 

                     

                                      



別
表

第
１
 

 （
会

員
）
 

 愛
知

県
 
 

豊
橋

市
 
岡
崎
市
 

一
宮
市
 

瀬
戸
市

 
半
田
市
 
春

日
井
市

 
豊
川
市

 
津
島
市
 
碧

南
市
 

刈
谷

市
 
豊
田
市
 

安
城
市
 

西
尾
市

 
蒲
郡
市
 
犬

山
市
 

常
滑
市
 

江
南
市
 
小
牧

市
 
 

稲
沢

市
 
新
城
市
 

東
海
市
 

大
府
市

 
知
多
市
 
知

立
市
 

尾
張
旭
市

 
高
浜
市
 
岩

倉
市
 
 

豊
明

市
 
日
進
市
 

田
原
市
 

愛
西
市

 
清
須
市
 
北

名
古
屋

市
 
弥
富

市
 
み
よ
し
市

 
 

あ
ま

市
 
長
久
手
市

 
東
郷
町

 
豊
山

町
 
大
口
町
 

扶
桑
町

 
大
治
町

 
蟹
江
町
 
飛

島
村
 
 

阿
久

比
町
 
東
浦
町

 
南
知
多

町
 
美

浜
町
 
武
豊
町

 
幸
田

町
 
設
楽

町
 
東
栄
町
 

豊
根
村
 

  （
準

会
員
）
 

 名
古

屋
港
管
理
組
合

 
小
牧
岩

倉
衛
生

組
合
 
愛
知
中

部
水
道

企
業
団
 

尾
三
消
防
組
合

 

名
古

屋
高
速
道
路
公

社
 
愛
知

県
道
路

公
社
 
愛
知
県

住
宅
供

給
公
社
 

公
益

財
団
法
人
愛
知

水
と
緑
の

公
社
 

海
部
南
部
水
道

企
業
団

 
北
名
古

屋
水
道
企
業
団

 

丹
羽

広
域
事
務
組
合
 

   別
表

第
２
 

 （
地

域
ブ
ロ
ッ
ク
）
 

 尾
張

 
海
部
 
知
多

 
西
三
河

 
東
三

河
 

     

あ
い
ち
電
子
自

治
体
推
進

協
議
会

会
則
 
別
表
 

 （
会
員
）
 

 愛
知
県
 
 

豊
橋
市
 
岡
崎

市
 
一
宮

市
 
瀬

戸
市
 
半
田
市

 
春
日
井

市
 
豊

川
市
 
津

島
市
 
碧
南

市
 

刈
谷
市
 
豊
田

市
 
安
城

市
 
西

尾
市
 
蒲
郡
市

 
犬
山
市

 
常
滑

市
 
江
南

市
 
小
牧
市

 
 

稲
沢
市
 
新
城

市
 
東
海

市
 
大

府
市
 
知
多
市

 
知
立
市

 
尾
張

旭
市
 
高

浜
市
 
岩
倉

市
 
 

豊
明
市
 
日
進

市
 
田
原

市
 
愛

西
市
 
清
須
市

 
北
名
古

屋
市
 

弥
富
市
 

み
よ
し
市
 
 

あ
ま
市
 
長
久

手
市
 
東

郷
町
 

豊
山
町
 
大
口

町
 
扶
桑

町
 
大

治
町
 
蟹

江
町
 
飛
島

村
 
 

阿
久
比
町
 
東

浦
町
 
南

知
多
町

 
美
浜
町
 
武

豊
町
 
幸

田
町
 

設
楽
町
 

東
栄
町
 
豊

根
村
 

  （
準
会
員
）
 

 名
古
屋
港
管
理

組
合
 
小

牧
岩
倉

衛
生
組
合
 
愛

知
中
部
水

道
企
業

団
 
尾
三

消
防
組
合
 

名
古
屋
高
速
道

路
公
社
 

愛
知
県

道
路
公
社
 
愛

知
県
住
宅

供
給
公

社
 

公
益
財
団
法
人

愛
知
水
と

緑
の
公

社
 
海
部
南
部

水
道
企
業

団
 
北

名
古
屋
水

道
企
業
団
 

      （
地
域
ブ
ロ
ッ

ク
）
 

 尾
張
 
海
部
 

知
多
 
西

三
河
 

東
三
河
 

 

                  新
規
加
入

の
た
め
。
 

     

 


